
 

 

中津川市 定例記者会見資料 

令和 8年 2月 18 日 

 

 

令和８年３月補正予算の概要 
 

■ 編成方針 

１．国・県補助金等を活用した事業 
国・県補助金等を活用して事業を実施します。    計 7 億 1,683 万 4 千円 

 

２．寄附金を財源とした備品購入等 
寄附者の意向に沿って、施設の備品購入や基金積み立てを行います。 

    計 27 万 6 千円 

３．緊急対応が必要な事業 
新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害が認定された方に対して、医療

費等の給付を行うなど緊急対応が必要な事業を実施します。    

                              計 4,528 万 3 千円 

４．早期発注のための事業 
市内業者に早期に発注できる施設の修繕等を行います。 

計 1 億 4,616 万 9 千円 

５．基金積立のための事業 
公共施設整備運営基金、リニア中央新幹線まちづくり基金等の積立を行います。 

計 6 億 8,000 万円 

６．人件費の補正 
退職手当の支払いによる補正を行います。         計 1 億 5,240 万 6 千円 

 

７．事業費等の精算 
一般会計と病院事業会計間の繰出金を精算するほか、事業の進捗に合わせ予算を

減額します。                   計 △3億 7,024 万 4 千円 

 

■ 補正（歳出）の規模 13 億 7,072 万 4 千円 

 一般会計 ･･･････････････････････････････････ 11 億 7,639 万 5 千円 

 国民健康保険事業会計（事業勘定）････････････････････ 72 万 9 千円 

 水道事業会計･････････････････････････････････････ 1 億 9,360 万円 

  ※国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）及び病院事業会計は歳入のみの補正であり、

予算規模に変動はありません。 

 

 

 



 

 

■ 補正の主な内容 

１．国・県補助金等を活用した事業 

(1) 戸籍附票システム等を改修（戸籍住民基本台帳事業）  ·············· 4,378 千円 

国の令和 7 年度補正予算を活用し、戸籍附票に旧氏およびその振り仮名を記載するための

システム改修と氏名の振り仮名を住民記録に反映するためのシステム改修を行います。 

       ・戸籍附票システム改修 

       ・住民記録システム改修 

(2) 法人保育所等に対する財政支援を増額（法人保育所事業）  ········ 297,196 千円 

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じ、公定価格の単価改正が行われるため、法人

保育所等への負担金を増額します。 

       ・法人保育所 6 園 

       ・小規模保育事業所（地域型保育給付費） 2 園 

       ・認定こども園（施設型給付費） 3 園 

(3) 水道事業会計へ水道管路耐震化資金を繰出し（水道事業会計繰出金事業） 

 ·············· 88,100 千円 

水道事業会計において、国の令和 7 年度補正予算を活用し実施する水道管路耐震化事業に

かかる対象資金を水道事業会計へ繰出します。 

(4) 安全な橋りょう維持のための補修設計（橋りょう新設改良事業）  ···· 32,459 千円 

国の令和 7 年度補正予算を活用し、安全な橋りょう維持のための橋りょう補修設計を行い

ます。 

       ・橋りょう補修設計業務委託 7橋 

(5) 避難所における防災用備品等を整備（総合防災対策事業） ··········· 80,372 千円 

国の令和 7 年度補正予算を活用し、災害時の避難生活環境改善のため、移動式エアコンや

移動式かまど等の指定避難所で使用する防災用備品を整備します。 

・移動式エアコン 20 台 

・移動式かまど  10 台 ほか 

 

■特別会計分【国民健康保険事業会計（事業勘定）】 

(6) 国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定）へ直営診療所運営費を繰出し 

（直営診療施設勘定等支出金）  ········································· 729 千円 

県からの国民健康保険調整交付金（へき地直営診療所運営費）の増額分を、事業勘定から直

営診療施設勘定へ繰出します。 

       ・加子母歯科診療所、川上診療所、蛭川診療所分 

■企業会計分【水道事業会計】 

(7) 管路更新や配水管の耐震化を前倒し施工（資本的支出）  ········· 213,600 千円 

国の令和 7年度補正予算を活用し、令和 8年度予定事業を前倒して施工します。 

       ・中津川周辺管路更新事業第 2期 2 工区 

       ・重要施設配水管耐震化（茄子川中垣外） 

        

 

 



 

 

２．寄附金を財源とした備品購入等 

(1) こども園の備品を購入（公立保育所事業） ···························· 61 千円 

令和 7年度にいただいた寄附金をやさかこども園の保育環境充実のため活用します。 

○寄附者 株式会社高峰楽器製作所 代表取締役 楯 勇己 様（R7.12.5） 60,260 円 

       ・おままごとセット等 

(2) 美術館建設及び美術品等取得基金へ積立（文化振興事業） ·············· 20 千円 

令和 7 年度にいただいた寄附金を美術館建設及び美術品等取得基金へ積み立て、今後の美

術品購入等に活用します。 

〇寄附者 株式会社東濃新報社 様 （R8.1.16） 20,000 円 

(3) 教育基金へ積立（教育基金管理事業） ································ 195 千円 

令和 7 年度にいただいた寄附金を教育基金へ積み立て、今後の坂下小中学校の学校環境充

実等に活用します。 

〇寄附者 還暦実行委員会（昭 40年・41 年生 蛇々馬会）様 （R7.10.28）50,000 円 

     昭和 59年・60 年厄年会 様 （R7.5.26）80,000 円 

     株式会社高峰楽器製作所 様 （R7.10.7）64,580 円 

 

３．緊急対応が必要な事業 

(1) 予防接種健康被害給付金を支給（感染症予防事業） ················· 44,471 千円 

国の予防接種健康被害救済制度に基づき、厚生労働省から新型コロナウイルスワクチン接

種による健康被害が認定された 1 名の方に対して、医療費、医療手当及び死亡一時金等の給

付を行います。 

・予防接種健康被害給付金 

(2）退職消防団員へ退職報償金を支給（消防団員活動事業） ················ 812 千円 

永年、地域防災の重責を担っていただいた消防団の退団者に対し、中津川市非常勤消防団員

に係る退職報償金の支給に関する条例に基づき、退職報償金を支給します。 

・退職消防団員 2人（副分団長 1人、団員 1人） 

 

４．早期発注のための事業 

(1) 高齢者福祉施設等運営事業 ··································· 32,150 千円 

・清和寮食器洗浄機更新 

・福岡総合保健福祉センター浴槽ろ過機ろ材交換等修繕 

・坂下福祉センター屋根瓦等修繕 

・川上かたらいの里高圧受変電設備修繕 

・加子母ふれあいコミュニティセンター空調設備更新 

(2) 児童発達支援事業 ············································ 1,023 千円 

・発達支援センターつくしんぼ高圧受変電設備改修 

(3) 放課後児童クラブ運営事業 ···································· 1,426 千円 

・坂本学童（第一）エアコン更新 

・坂本ひかり学童クラブエアコン更新 



 

 

(4) し尿処理事業 ················································ 8,173 千円 

・汚泥処理センター中央操作室監視装置等修繕 

(5) 観光施設管理事業 ··········································· 13,721 千円 

・付知峡不動公園危険木伐採 

・夕森渓谷専用水道滅菌装置更新 

・夕森やまびこ広場遊歩道転落防止柵改修 

・道の駅きりら坂下厨房空調設備更新 

・付知峡倉屋温泉ヒートポンプ修繕 

・道の駅花街道付知食堂空調設備改修 

(6) 道路新設改良事業 ··········································· 28,000 千円 

・中津 88号線道路改良 L=115ｍ 

・長根橋～芝線道路改良 L=50ｍ 

・中津 223 号線道路改良 L=50ｍ 

(7) 庁舎消防車等維持管理事業 ···································· 3,330 千円 

・北消防署車庫シャッター改修 

・北消防署 1階トイレ改修 ほか 

(8) 消防施設建設事業 ············································ 4,193 千円 

・消防本部旧通信指令システム撤去 

(9) 遠距離通学事業 ············································· 20,934 千円 

・福岡小中学校スクールバス（高山方面）購入 中型バス１台 

(10) 小学校施設営繕事業 ········································ 29,370 千円 

・西小学校防火戸改修 

・坂本小学校防火シャッター改修 

・付知北小学校防火シャッター改修 

(11) 中津川公園管理運営事業 ····································· 3,849 千円 

・中津川公園高圧受変電設備改修 

 

 

５．基金積立のための事業 

(1）公共施設整備運営基金管理事業 ······························ 300,000 千円 

 今後の公共施設の整備や施設の健全な維持管理に必要となる財源を確保するため、財政

計画に基づき、積み立てます。 

■公共施設整備運営基金積立金 

・予算積立分 300,000 千円  ※R7 年度末残高見込み 約 23 億円 

(2）ふるさとづくり応援基金管理事業 ····························· 55,000 千円 

 「ふるさとづくり寄附金」を次年度以降の事業に活用するため、積み立てます。 

■ふるさとづくり応援基金 

・予算積立分 55,000 千円  ※R7 年度末残高見込み 約 3億円 

 



 

 

(3）リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 ···················· 325,000 千円 

 今後のリニア中央新幹線を活かしたまちづくりに必要となる財源を確保するため、積み

立てます。 

■リニア中央新幹線まちづくり基金積立金 

・予算積立分 325,000 千円  ※R7 年度末残高見込み 約 31 億円 

 

６．人件費の補正 

(1）職員給与費 ················································ 152,406 千円 

■退職手当の補正 

７．事業費等の精算 

(1）坂下診療所への繰出金を減額補正（坂下診療所繰出金事業） ······· △100,600 千円 

       坂下診療所における令和 7 年度末時点の現金不足分について、当初予算で見込んでいた

不足額が減少すると見込まれるため、繰出金予算額を減額補正します。 

(2）坂下老人保健施設への繰出金を減額補正（坂下老人保健施設繰出金事業）△75,000千円 

       坂下老人保健施設における令和 7 年度末時点の現金不足分について、当初予算で見込ん

でいた不足額が減少すると見込まれるため、繰出金予算額を減額補正します。 

(3）企業立地奨励に係る予算を減額補正（企業立地奨励事業） ········· △60,664 千円 

       令和７年度に企業立地奨励金を交付予定だった企業より、企業立地促進条例に基づく奨

励措置を取り下げたい旨の申し出があり、不用額を減額補正します。 

(4）にぎわいプラザ調査設計に係る予算を減額補正（にぎわいプラザ運営事業）   

 ·········· △23,980 千円 

       にぎわいプラザ解体に係る基本設計委託料について、今年度における執行の必要性がな

くなったことから、減額補正します。 

(5）土地区画整理事業に係る予算を減額補正（リニア駅周辺土地区画整理事業）   

 ·········· △90,000 千円 
       ＪＲ東海による飛騨こ線橋工事に同調して擁壁設置工事を計画していたが、工事に際し

関係機関との協議に日数を要し工事開始時期が不透明となったことなどにより不用額が生

じたため、減額補正します。 

■企業会計分【水道事業会計】 

(6) 土地区画整理事業に係る予算を減額補正（資本的支出）  ········ △20,000 千円 

  輻輳する周辺工事による影響を受けて、予定していた水道工事を延期したことにより不

用額が生じたため、減額補正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■繰越明許費の補正 

以下の事業について、それぞれの事情によりやむを得ず繰り越して執行します。 

 繰越明許費の補正額は、一般会計で 3,791,339 千円です。 

 

Ⅰ．国県の補正予算に計上された補助金を活用し、翌年度に繰り越して実施する事業 

  ◆一般会計＜追加＞ 200,931 千円 

① 橋りょう新設改良事業 ············································ 32,459 千円 

② 水道事業会計繰出金事業 ·········································  88,100 千円 

③ 総合防災対策事業 ················································ 80,372 千円 

  ◆一般会計＜変更＞ 4,378 千円 

④ 戸籍住民基本台帳事業 ············································  4,378 千円 

 

Ⅱ．早期発注のため予算化したものであり、翌年度に繰り越して実施する事業 

  ◆一般会計＜追加＞ 146,169 千円 

① 高齢者福祉施設等運営事業 ·······································  32,150 千円 

② 児童発達支援事業 ················································  1,023 千円 

③ 放課後児童クラブ運営事業 ········································  1,426 千円 

④ し尿処理事業 ····················································  8,173 千円 

⑤ 観光施設管理事業 ···············································  13,721 千円 

⑥ 道路新設改良事業 ···············································  28,000 千円 

⑦ 庁舎消防車等維持管理事業 ········································  3,330 千円 

⑧ 消防施設建設事業 ················································  4,193 千円 

⑨ 遠距離通学事業 ·················································  20,934 千円 

⑩ 小学校施設営繕事業 ·············································  29,370 千円 

⑪ 中津川公園管理運営事業 ··········································  3,849 千円 

 

Ⅲ．その他やむを得ない事情により事業完了が翌年度となる事業 

◆一般会計＜追加＞ 3,181,588 千円 

① 財産管理事務事業 ···············································  53,881 千円 

健康福祉会館照明 LED 化工事について、LED 照明器具の年度内納入の目途が立たず、年度内

に工事を完了させることが困難となったため。 

② 生活安全対策事業 ················································  7,623 千円 

本町地内特定空家等解体工事について、特定空家等の劣化が進み、行政代執行前に建物所有

者が貴重品等の搬出を実施できないなどの工程変更で年度内の工事完了が困難となったた

め。 

③ 高齢者福祉施設等運営事業 ········································  8,035 千円 

デイサービスセンターゆうらく苑照明 LED 化工事について、LED 照明器具の年度内納入の目

途が立たず、年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

④ 老人福祉施設等整備事業 ·········································  54,974 千円 

看護小規模多機能型居宅介護支援事業所の開設に係る補助事業について、建築資材（木材、

鋼材等）の納品が遅れ、年度内に工事が完了しない見込みとなったことから補助金交付を完

了することが困難となったため。 

⑤ 児童福祉総務事業 ················································  4,996 千円 

児童養護施設整備事業補助金について、市内児童養護施設の分園型小規模施設建設が、盛土

規制法等の諸条件等により年度内の工事完了が困難となり、2か年計画への事業変更が生じ

たため。 

⑥ 公立保育所事業 ·················································· 18,907 千円 

□保育所等照明 LED 化工事 

LED 照明器具の年度内納入の目途が立たず、一部公立保育所等で年度内に工事を完了させ

ることが困難となったため。 

□保育所等遊具更新工事 

受注生産の遊具の工期内納入が難しくなり、年度内に工事を完了することが困難となっ

たため。 



 

 

⑦ 林道整備事業 ·························································  9,900 千円 

運搬路の災害により現場への進入と資材の運搬が不能となり、年度内に工事を完了させる

ことが困難となったため。 

⑧ 観光施設管理事業 ···················································  37,000 千円 

苗木城周辺散策道整備工事において、眺望デッキの設置予定箇所の地中が岩盤であったこ

とによる設計変更により、デッキの仕様を既製品から受注生産品に変更せざるを得なくな

ったため、工期内納入が難しくなり、年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

⑨ にぎわいプラザ運営事業 ··············································  12,925 千円 

にぎわいプラザ跡地活用事業手法検討業務について、解体方法等の条件の整理に不測の期

間を要し、年度内完了が困難となったため。 

⑩ 道路維持補修事業 ···················································  344,900 千円 

□舗装長寿命化修繕計画作成業務委託 5,000 千円 

本計画に記載する予定の舗装工事が遅れたことに伴い、本計画の策定に影響し、年度内完

了が困難となったため。 

□分田～下浦線道路補修工事 58,100 千円 

坂本 221・235 号線舗装工事 51,670 千円 

下並松排水路改修工事 40,000 千円 

坂本～西垣外線側溝補修工事 25,000 千円 

通行規制についての地元調整に期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難とな

ったため。 

□ＪＲ道路舗装補修工事 130,130 千円 

ＪＲ東海との協定締結までに期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となっ

たため。 

□中津 79号線排水路改修工事 35,000 千円 

工事により支障となる電柱移転の協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させる

ことが困難となったため。 

⑪ 道路新設改良事業 ···················································  509,919 千円 

□本町後洞線道路改良工事 48,850 千円 

道路詳細設計に追加測量が必要となり、用地取得範囲の確定後に実施する建物等の調査

を年度内に完了させることが困難となったため。 

□道路詳細設計業務委託（松源寺～大西線） 27,880 千円 

道路詳細設計に伴い岐阜県公安委員会との協議に不測の期間を要し、年度内に完了させ

ることが困難となったため。 

□五ツ峯～中畑線道路改良工事 146,550 千円 

井ノ下〜山ノ田線道路改良工事 136,000 千円 

坂本 218 号線側溝改良工事 6,000 千円 

地区舗装工事 38,500 千円 

道路改良に伴う水道工事等補償 54,000 千円 

通行規制についての地元調整に期間を要し、年度内に完了させることが困難となったた

め。 

□手賀野排水路改修工事 16,600 千円 

工事で使用したヤードの復旧方法について、地権者との調整に期間を要し、年度内に工事

を完了させることが困難となったため。 

□市道待避所設置工事 10,000 千円 

施工範囲内にある乗り入れ箇所の施工期間について、関係者との調整に不測の期間を要

し、年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

□学校〜原線道路改良工事 3,300 千円 

工事範囲に支障となる水道管があることが判明し、移設工事に不測の期間を要し、年度内

に工事を完了させることが困難となったため。 

□道路改良に伴う電柱移転補償 12,000 千円 

支障移転の対象となった電柱の移転先の交渉が難航し電柱の移転が遅れ、年度内に完了

させることが困難となったため。 

 



 

 

□中津 191 号線道路改良工事 10,239 千円 

補償対象となる建物の移転方法が変更となり、土地の年度内の引き渡しが見込めなくな

ったため。 

⑫ 神坂スマートインターチェンジ事業 ····································  49,850 千円 

□神坂 44号線仮設道路撤去工事 49,850 千円 

工事で使用したヤードの復旧方法について、地権者との調整に期間を要し、年度内に工事

を完了させることが困難となったため。 

⑬ リニア中央新幹線関連道路整備事業 ···································  459,983 千円 

□東濃東部都市間連絡道路整備工事 365,560 千円 

工事の施工上支障となる電柱について、工事着手前に移転完了する予定であったが、移転

先の用地交渉に不測の期間を要し、電柱周辺の工事に着手できず、年度内に工事を完了さ

せることが困難となったため。 

□坂本 264 号線道路改良工事 71,068 千円 

輻輳する周辺工事との調整や通行規制方法等の調整に不測の期間を要し、年度内に工事

を完了させることが困難となったため。 

□坂本 58号線道路改良工事 23,355 千円 

補償対象となる物件を残地内に再配置することとなり、建物等の取壊しと移転に不測の

期間を要し、年度内の引き渡しが困難となったため。 

⑭ 橋りょう新設改良事業 ···············································  272,710 千円 

□松田大橋他 1橋補修工事  計 272,710 千円 

横打橋他 1橋補修工事 

東濃用水路塗装塗替工事 

苗木歩道橋補修工事 

第三北沢橋補修工事 

米田橋他 2橋補修設計業務委託 

工事に伴う通行止めの迂回路設定について、地元との調整に不測の期間を要し、年度内に

完了させることが困難となったため。 

⑮ 交通安全施設設置事業 ················································  58,000 千円 

□田原～鳩吹線通学路整備工事 28,000 千円 

支障となる水道管の移設および、その調整に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させ

ることが困難となったため。 

□交通安全施設設置工事 30,000 千円 

通行規制方法の検討に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となっ

たため。 

⑯ 急傾斜地崩壊防止事業 ················································  40,600 千円 

□新田 2急傾斜地崩壊対策工事 

作業用道路の調整に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となった

ため。 

⑰ 河川改修事業 ························································  88,340 千円 

□一之瀬川土砂排土工事委託 7,000 千円 

東野巣川土砂排土工事委託 6,000 千円 

明沢川河川改修工事 48,340 千円 

作業用道路の調整に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となった

ため。 

□木戸ヶ入川土砂排土工事委託 10,000 千円 

砂防法（砂防区域内作業）の協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが

困難となったため。 

□三五沢川土砂排土工事委託 7,000 千円 

JR 中央線と近接しており、協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが

困難となったため。 

□十兵衛川河川改修工事 10,000 千円 

改修工法の検討にあたり、不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難とな

ったため。 



 

 

⑱ 公園等維持管理事業 ··················································  10,780 千円 

中津川地区公園施設修繕工事において、作業用道路の調整に不測の期間を要し、年度内に

工事を完了させることが困難となったため。 

⑲ 庁舎消防車等維持管理事業 ···············································  144 千円 

⑳ 消防設備整備事業 ····················································  25,000 千円 

小型動力ポンプ積載車及び消防指揮車購入事業において、車両の製造遅延に伴い、年度内

の納入が困難となったため。 

㉑ 防災情報システム事業 ·················································  2,625 千円 

J アラート新型受信機更新業務において受信機等の更新機器の工期内納入が難しくなり、

年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

㉒ 総合防災対策事業 ·····················································  4,202 千円 

岐阜県震度情報ネットワークシステム移設工事において、震度計の移設工事を加子母公

民館等周辺の工事完了を待って実施することが必要になり、工事を完了させることが困

難となったため。 

㉓ 小学校施設営繕事業 ·················································  319,693 千円 

各小学校の特別教室エアコン設置工事において、高圧受変電設備の部品の供給が遅れ、年

度内納入の目途が立たず、R7 年度分として予定していた出来高に満たない見込みとなっ

たため。 

㉔ 中学校施設営繕事業 ·················································  396,036 千円 

各中学校の特別教室エアコン設置工事において、高圧受変電設備の部品の供給が遅れ、年

度内納入の目途が立たず、R7 年度分として予定していた出来高に満たない見込みとなっ

たため。 

㉕ 文化施設管理運営事業 ················································  11,390 千円 

中津川文化会館照明 LED 化工事において、LED 照明器具の年度内納入の目途が立たず、年

度内に工事を完了させることが困難となったため。 

㉖ 中津川公園管理運営事業 ··············································  86,055 千円 

中津川公園下水道接続工事において、マンホールポンプ及び制御盤の納期が遅れ、年度内

に工事を完了させることが困難となったため。 

㉗ 道路橋りょう災害復旧事業 ···········································  241,120 千円 

□坂下 98号線道路災害復旧工事 137,820 千円 

作業用道路の協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となった

ため。 

□坂下 15号線道路災害復旧工事 103,300 千円 

砂防法（砂防区域内作業）の協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが

困難となったため。 

㉘ 河川災害復旧事業 ····················································  52,000 千円 

□袖谷河川災害復旧工事 22,000 千円 

作業用道路の協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となった

ため。 

□町切川河川災害復旧工事 30,000 千円 

作業用道路の協議に不測の期間を要し、年度内に工事を完了させることが困難となった

ため。 

◆一般会計＜変更＞ 258,273 千円 

㉙ リニア駅周辺土地区画整理事業········································  258,273 千円 

□建物等移転補償 52,903 千円 

移転者（契約者）の死亡により相続手続きが必要となり、相続分割協議に日数を要したこ

とから、年度内に完了させることが困難となったため。 

□茄子川西通地区組合施行土地区画整理事業調査業務委託 18,300 千円 

組合施行による土地区画整理事業の調査業務において、組合設立認可に必要となる用途

地域指定及び農振除外手続きに関する関係機関との協議に日数を要したことから、年度

内に完了することが困難となったため。 

 

 



 

 

□リニア岐阜県駅停車場線第 3期工事 76,980 千円 

濃飛横断自動車道建設工事による移転対象家屋と近接しており、家屋移転後に進める必

要があるが、当該家屋の移転に不測の日数を要したことから、年度内に工事を完了させる

ことが困難となったため。 

□中洗井線第 2期工事 39,470 千円 

ＪＲ東海によるリニア岐阜県駅（仮称）建設工事と近接しており、工程を調整しながら進

める必要があるが、JR 東海による既設県道の切替工事に不測の日数を要したことから、

年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

□土地区画整理事業東地区第 3期工事 53,130 千円 

ＪＲ東海による建設発生土を活用し造成工事を行っている。事前の土壌分析において一

部の建設発生土が盛土材として適さないことが判明し、必要量の受け入れに不測の日数

を要したことから、年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

□土地区画整理事業東地区第 4期工事 17,490 千円 

土地区画整理事業区域内の造成工事であるが、地権者との敷地造成高の調整に日数を要

したことから、年度内に工事を完了させることが困難となったため。 

 

■ 補正予算の規模（会計別） 

 

■ 一般会計総括表 

 

（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

48,133,960 1,176,395 49,310,355

8,300,580 729 8,301,309

うち事業勘定 7,966,840 729 7,967,569

うち直営診療施設勘定 333,740 0 333,740

8,300,580 729 8,301,309

4,214,324 193,600 4,407,924

4,214,324 193,600 4,407,924

29,562,328 29,562,328

90,211,192 1,370,724 91,581,916合　　　　　　計

計

計

令和7年度　中津川市歳入歳出予算総括表　【3月補正】

会　     　計   　  　別

一　　般　　会　　計

補正されなかった会計にかかる額

特
　
別
　
会
　
計

企
業
会
計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

(単位：千円)

款 補正前の額 補正額 計 款 補正前の額 補正額 計

15 国 庫 支 出 金 6,879,686 259,176 7,138,862 02 総 務 費 4,847,038 836,784 5,683,822

16 県 支 出 金 3,381,272 74,299 3,455,571 03 民 生 費 14,061,252 331,856 14,393,108

18 寄 附 金 1,348,578 20,274 1,368,852 04 衛 生 費 5,386,121 △34,856 5,351,265

19 繰 入 金 3,983,806 △90,000 3,893,806 07 商 工 費 2,147,739 △70,923 2,076,816

20 繰 越 金 1,431,487 809,134 2,240,621 08 土 木 費 6,188,293 △29,541 6,158,752

21 諸 収 入 1,376,309 812 1,377,121 09 消 防 費 1,917,063 88,707 2,005,770

22 市 債 3,423,500 102,700 3,526,200 10 教 育 費 6,831,311 54,368 6,885,679

26,309,322 26,309,322 6,755,143 6,755,143

計 48,133,960 1,176,395 49,310,355 計 48,133,960 1,176,395 49,310,355

令和7年度一般会計予算総括表【3月補正】

歳　　　　入 歳　　　　出

補正されなかった款にかかる額補正されなかった款にかかる額



 

 

■ 一般会計の補正概要（歳入） 

 

款 金額（千円） 内  容 

国庫支出金 259,176 

・子どものための教育・保育給付費 148,598 千円 

・予防接種健康被害給付費 44,471 千円 

・社会保障・税番号制度システム整備事業費 4,378 千円 

・道路メンテナンス事業費 17,850 千円 

・地域未来交付金（地域防災緊急整備型） 39,979 千円 

・へき地児童生徒援助費 3,900 千円 

県支出金 74,299 ・子どものための教育・保育給付費 74,299 千円 

寄附金 20,274 

・児童福祉費寄附金 60 千円 

・小学校費寄附金 10,050 千円 

・中学校費寄附金 144 千円 

・社会教育費寄附金 20 千円 

・一般寄附金 10,000 千円 

繰入金 △90,000 ・リニア中央新幹線まちづくり基金繰入金 △90,000 千円 

繰越金 809,134 （財源調整） 

諸収入 812 ・消防本部 812 千円 

市債 102,700 
・道路新設改良事業 14,600 千円 

・上水道事業 88,100 千円 

 



 

 

一般会計の補正概要（歳出） 

款 金額（千円） 内  容 

総務費 836,784 

 

・職員給与費 152,406 千円 

・公共施設整備運営基金管理事業 300,000 千円 

・ふるさとづくり応援基金管理事業  55,000 千円 

・リニア中央新幹線まちづくり基金管理事業 325,000 千円 

・戸籍住民基本台帳事業 4,378 千円 

 

民生費 331,856 

 

・高齢者福祉施設等運営事業 32,150 千円 

・公立保育所事業 61 千円 

・法人保育所事業 297,196 千円 

・児童発達支援事業 1,023 千円 

・放課後児童クラブ運営事業 1,426 千円 

 

衛生費 △34,856 

 

・感染症予防事業 44,471 千円 

・し尿処理事業  8,173 千円 

・坂下診療所繰出金事業 △100,600 千円 

・坂下老人保健施設繰出金事業 △75,000 千円 

・水道事業会計繰出金事業 88,100 千円 

 

商工費 △70,923 

 

・企業立地奨励事業 △60,664 千円 

・観光施設管理事業 13,721 千円 

・にぎわいプラザ運営事業 △23,980 千円 

 

土木費 △29,541 

 

・道路新設改良事業 28,000 千円 

・橋りょう新設改良事業 32,459 千円 

・リニア駅周辺土地区画整理事業 △90,000 千円 

 

消防費 88,707 

 

・庁舎消防車等維持管理事業 3,330 千円 

・消防団員活動事業 812 千円 

・消防施設建設事業 4,193 千円 

・総合防災対策事業 80,372 千円 

 

教育費 54,368 

 

・遠距離通学事業 20,934 千円 

・教育基金管理事業 195 千円 

・小学校施設営繕事業 29,370 千円 

・文化振興事業 20 千円 

・中津川公園管理運営事業 3,849 千円 

 

■ 特別会計・企業会計の補正概要 

会計 金額（千円） 内  容 

国民健康保険事業会計 

（事業勘定） 
729 ・直営診療施設勘定等支出金 729 千円 

水道事業会計 193,600 
・上水道改良工事費 213,600 千円 

・受託工事費 △20,000 千円 

 お問い合わせ先 

総務部 財政課 担当者：後藤 

電話：0573-66-1111（内線 431） 

 


